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農業経営支援と中小企業支援との連携について 

（中間報告のとりまとめ） 

経済産業省中小企業庁と農林水産省は、経営多角化に取り組む農業者に対す

る経営支援の充実に向け、中小企業支援と農業経営支援の連携のあり方につい

て研究会を開催し、今般、中間報告をとりまとめた。 
独立行政法人中小企業基盤整備機構と社団法人日本農業法人協会との連携

体制を構築し、多角化を図ろうとする農業法人が適切な経営支援を受けられる

環境を整備する。 
 
１．生産にとどまらず加工、営業、販売まで行う農業者が増えており、中小

企業政策部局と農政部局との連携を強化して、こうした事業者への経営支

援を充実させることが求められている。 
 
２．このため、経済産業省中小企業庁と農林水産省は、経営多角化に取り組

む農業者に対する経営支援の充実に向け、中小企業支援と農業経営支援の

連携のあり方について検討を進めていたが、今般、中間報告（別添）をと

りまとめた。 
 
３．独立行政法人中小企業基盤整備機構と社団法人日本農業法人協会との連

携体制を構築し、多角化を図ろうとする農業法人が適切な経営支援を受け

られる環境を整備するもの。 
 
４．今後、関係機関を通じ、農業法人に周知していく予定。 
  

 
●本発表資料のお問い合わせ先 

  中小企業庁経営支援部経営支援課 担当者： 滝本課長、恒藤補佐 

電 話： ０３－３５０１－１５１１（内線 ５３３１～８） 

０３－３５０１－１７６３（直通） 
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農業経営の多角化をめぐる課題

（「規制改革・民間開放の推進に関する第３次答申」参照）問題意識

○支援施策の周知徹底

現在、農業分野の課題について工業分野の技術をマッチングする農業連携の推進やその支援措置の提供などが、農政部局と中小企業政策部
局の連携により行われているが、これらの活動について、農業分野において新事業の開拓や新技術の開発を目指す者への情報提供をさらに充
実するなど周知徹底を図るべき。

○多角的な農業経営の支援に向けた連携強化

生産に止まらず加工・営業・販売まで行う多角的な農業経営の増加により、農業と他の産業の区別が困難となっている。現在、農工連携など施
策の推進においては、農政部局と中小企業政策部局の連携が図られているが、流通･サービス産業分野とのマッチングによる販路拡大や人材育
成、海外展開など、さらに連携を図りながら、支援策を講じていくべき。
多角的な農業経営を目指す者は、生産から加工や販売までの過程を一連の経営活動として捉えており、これらをサポートするためには、経営
全般への支援が必要となることから、双方の部局においては、経営の全般を支援するという観点から、連携を強化し支援策を講じていくべき。

中小企業の経営革新や異分野連携による新事業分野開拓等に関する支援施策やノウハウを有する
中小企業政策部局と、農業の担い手育成に取り組む農政部局との、これまで以上の連携強化が必要

検討課題

① 中小企業支援に関する情報を有する機関と農業法人支援に関する情報を有する機関との連絡・調整体制の確立
② 農業法人支援機関における専門窓口の設置や中小企業支援機関の相談窓口における農業法人への対応など相談体制の確立

１ 経営の多角化に取り組む農業法人が必要とする情報を的確に提供するための支援の検討

２ 経営の多角化を一層進展させるために必要な支援策の検討

① 支援施策の周知徹底
② 異業種産業とのマッチングによる販路拡大等への支援強化
③ 経営全般を見据えた経営革新への支援

１



中小企業政策部局と農政部局との連携

中小企業施策との連携に関する研究会の開催

趣旨

農業法人の企業的な大規模農業経営への発展に必要な条件を検証し、これらの条件を充足するために必要な支援のあり方の検討
に資するため、一般の中小企業の経営発展に活用される経済産業省中小企業庁所管の経営サポート関連施策を中心に研究し、農
林水産省所管の担い手育成施策との連携を検討。

研究会の構成

＜農林水産省経営局＞
経営政策課

＜経済産業省中小企業庁＞
経営支援課・創業連携推進課

これまでの開催状況

＜第１回研究会＞
平成１９年１月１２日（金）
（中小企業庁所管の経営サポート関連施策と農林水産省所管の担い手育成施策の支援施策体系の説明と意見交換を実施）

＜有識者ヒアリング＞
第１回：平成１９年２月１３日（火）
（農業法人経営者４名より、経営状況などをご説明いただくとともに、経営多角化に必要な支援などについて意見交換を実施）
第２回：平成１９年２月２１日（水）
（（独）中小企業基盤整備機構担当者より、機構の中小企業支援事業の概要や農工連携促進の取組について説明いただくと
ともに、意見交換を実施）

＜第２回研究会＞
平成１９年５月１１日（金）
（農業法人に対する支援策の効果的な活用のあり方などについて意見交換を実施）

研究会の中間成果を公表 ２



農業経営の創業・事業拡大支援について

有識者（農業法人経営者）ヒアリング結果（概要）

支援窓口関係

○相談内容に応じて中小企業政策部局と農政部局が連携して対応してほしい。
○商工と農業の支援窓口は一本にしてほしい。
○農業法人が相談する窓口は、（社）日本農業法人協会が使い勝手がよい。支援窓口と
しての体制整備が必要。
○最新の情報や企業の実情に即した情報を短期間に提供できる体制が必要。
○この問題はここに行けば分かると言ってくれる「交通整理」をする窓口が必要。
○新しいビジネスモデルにチャレンジする人の相談に対応できる人材育成が必要。

【方向性】
○農業経営の多角化に関する多様
な経営課題（生産管理の確立、新
たな販売チャネルの開拓、労務管
理等）に対応するため、経営革新
や新事業開拓等において豊富な
人材とノウハウを有する中小企業
基盤整備機構の相談窓口と、
（社）日本農業法人協会の相談窓
口が連携○スペシャリストの情報についてデータベース化したり、メール相談できる仕組みがあると

助かる。
○新事業に取り組むリスクを軽減するため、企業の成功・失敗体験やノウハウに関する情
報がほしい。

情報支援関係

５月から相談
体制を構築

○新商品、新技術の開発に際しては、研究開発に掛かる費用負担が大きい。
○基礎研究の実施や事業化活動に係る支援においては、どのような成果がでるか未確定
なので、補助事業の採択に当たっては、事業への取組内容を評価してほしい。
○農業の支援施策は、広く薄くが中心。成功事例が少ないことが問題。行政がベンチャー
キャピタルとなり、ビジネスコンペで優れたビジネスモデルに投資するベンチャー育成事
業を創設してほしい。

創業支援関係

○農業法人が連携して事業を行う場合に事務処理をサポートしてもらいたい。
○参加企業が平等な関係を築けるように、行司役が必要。

○地方銀行は販売先等の情報を持っており、異業種との出会いをコーディネートする情
報と能力があるので、活用すべき。
○農業者に不足しがちな情報発信の面で後方支援が必要。

事業拡大支援関係

【方向性】
○異業種産業とのマッチングによる販
路拡大等への支援について検討

【方向性】
○生産に止まらず加工・営業・販売ま
での経営全般を見据えた経営改革
への支援について検討

３



（参考）中小企業基盤整備機構による新事業支援（ソフト支援）

新連携

中小企業・ベンチャー総合支援センター［全国９支部］
（窓口相談・専門家派遣・ＯＢ人材派遣・フィージビリティ・スタディ調査・セミナー等）

【ハンズオン支援】（Ｈ17実績）
①窓口相談 ２１，７８１件
②専門家継続派遣 ４００社、５，２２６回
③企業等ＯＢ人材派遣 １６７社、１，２５８回
④ｲﾝｷｭﾍﾟｰｼｮﾝ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ派遣 １１先、６２２回
⑤ビジネスアイディア支援モデル事業 ８件
⑥セミナー ３０４回（参加者１２，５４７名）
⑦スタートアップ支援（ハンズオン） ９０先
⑧販路開拓支援 １４社

①窓口相談（無料）
②専門家等派遣（有料）
・専門家継続派遣
・企業等ＯＢ人材派遣
・ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ派遣

③販路開拓コーディネート
事業（無料）

創業・起業

新事業開拓
経営革新

経営基盤
確立

株式公開
準備

【登録・外部専門家】2007.2月現在
・経営支援アドバイザー １，０２４名
・経営支援実務アドバイザー（ＯＢ）

４０６名
・販路コーディネーター １６２名

【常設・外部専門家】2007.2月現在
・統括ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ（ＰＭ） １名

（本部１名）

・ＰＭ １１名（本部２名）
・サブﾏﾈｰｼﾞｬｰ ８名
・技術ＰＭ ９名（本部１名）
・販路開拓ＰＭ ２名（関東・近畿）
・コーディネーター ３名（本部３名）

インキュベーション

スタートアップ支援
（実用化・事業化）

ファンド出資
（ベンチャー・がんばれ）

マッチング
（資金・販路）、ビジネ
スプラン発表会

販路開拓
コーディネート事業

外部支援機関連携
１ 公的機関
・経済産業局
・都道府県、市町村
・都道府県等支援センター
・中小公庫等政府系金融機関
・商工団体
・その他
２ 民間機関
・金融機関、ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ
・大手企業
・その他

連携・支援

支援目標の達
成（支援成果）

中小企業・ベンチャー企業・経営革新企業、創業、創業予定者（４３０万事業所） ４



相談窓口の充実・強化・連携

（社）日本農業法人協会

（社）日本農業法人協会ブロック
代表支部（全国8ヶ所）

企業的農業経営を
目指す農業法人

（独）中小企業
基盤整備機構

多角化相談窓口

①農業法人経営者は、
（社）日本農業法人協会
本部へ相談

①農業法人経営者は、
（社）日本農業法人協会
本部へ相談

相談
対応

情報交換

（連絡調
整）

③アドバイス
情報提供

支部（全国9ヶ所）
（中小企業・ベンチャー
総合支援センター）

○ （社）日本農業法人協会と（独）中小企業基盤整備機構は、将来的な業務提携を視野に入れた有機的な連携・調整体制を構築し、農
業法人経営者の方々にわかりやすいように「窓口」を明確化し、創業・事業拡大に関する課題（生産管理の確立、新たな販売チャネ

ルの開拓、労務管理等）を克服するための各種支援施策の情報提供について確実な周知徹底を実施します。
○ 当分の間は、以下のような相談体制で運用されます。
① 農業法人からの相談は（社）日本農業法人協会本部にて受け付けます。
② （社）日本農業法人協会本部は、相談内容を精査の上、（独）中小企業基盤整備機構にその対応を依頼します。
③ 事案に応じて全国９ヶ所の支部（中小企業・ベンチャー総合支援センター）で対応します。

②経営相談の対応を依頼

５



支援窓口一覧

【（独）中小企業基盤整備機構】 【（社）日本農業法人協会】

本部窓口：新事業支援部創業・ベンチャー支援課
住所：東京都港区虎ノ門３丁目5番１号
ＴＥＬ：03(5470)1564 ＦＡＸ03(5470)1188

本部窓口：協会事務局政策課
住所：東京都港区虎ノ門1丁目25番5号
ＴＥＬ：03(5156)0365 ＦＡＸ03(5156)0366

支部窓口一覧

中小企業・ベンチャー総合支援センター北海道
北海道札幌市北区北７条西２－８ 北ビル２Ｆ
電話 ０１１－７３８－１３６５

中小企業・ベンチャー総合支援センター東北
仙台市青葉区落合４－２－５
電話 ０２２－３０２－８６０１

中小企業・ベンチャー総合支援センター関東
東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル
電話 ０３－５４７０－１６２０

中小企業・ベンチャー総合支援センター北陸
石川県金沢市広岡３－１－１ 金沢パークビル１０Ｆ
電話 ０７６－２２３－５５４６

中小企業・ベンチャー総合支援センター中部
愛知県名古屋市中区錦２－２－１３ 名古屋センタービル４Ｆ
電話 ０５２－２２０－０５１６

中小企業・ベンチャー総合支援センター近畿
大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１ 大阪マーチャンダイズ・マートビル１１Ｆ
電話 ０６－６９１０－３８６６

中小企業・ベンチャー総合支援センター中国
広島県広島市西区草津新町１－２１－５
電話 ０８２－２７０－５２２２

中小企業・ベンチャー総合支援センター四国
香川県高松市サンポート２－１ 高松シンボルタワー棟７Ｆ
電話 ０８７－８１１－１７５２

中小企業・ベンチャー総合支援センター九州
福岡県福岡市中央区天神１－１４－４ 大和生命福岡ビル
電話 ０９２－７７１－６２００

支部窓口一覧

017 (774)8588
019(629)9210
022(276)3899
018(823)7361
023(634)8640
024(524)1204
029(301)1237
027(255)6461
045(212)4613
055(228)6815
025(227)1171
076(441)8654
076(257)4008

0776(21)8784
059(259)0863
077(524)0245
075(441)5742
06(6941)5725
078(362)2191
0742(24)8576
073(422)4031
0857(29)4867
0852(27)2235
086(231)8841
082(246)1825
083(932)2393
088(655)8364
089(931)6069
088(824)8593
092(632)5747
0952(23)7074
095(828)7469
096(385)1468
097(532)4749
0985(22)1267
099(286)5816
098(867)7490

017 (774)8580
019(626)8545
022(275)9164
018(823)2785
023(622)8716
024(524)1201
029(301)1236
027(280)6171
045(201)0895
055(228)6811
025(230)2025
076(441)8961
076(257)7141

0776(21)0010
059(259)0860
077(523)2439
075(441)3660
06(6941)2701
078(361)8110
0742(22)1101
073(432)6114
0857(26)8371
0852(22)4471
086(224)2111
082(545)4146
083(923)2102
088(621)3054
089(943)2800
088(824)8555
092(641)7590
0952(23)7057
095(822)9647
096(384)3333
097(532)4385
0985(29)6333
099(286)5815
098(867)7385

青森県農業会議
岩手県農業会議
宮城県農業会議
秋田県農業会議
山形県農業会議
福島県農業会議
茨城県農業会議
群馬県農業会議
神奈川県農業会議
山梨県農業会議
新潟県農協中央会
富山県農業会議
(財)石川21世紀農業
育成機構
福井県農業会議
三重県農業会議
滋賀県農業会議
京都府農業会議
大阪府農業会議
兵庫県農業会議
奈良県農業会議
和歌山県農業会議
鳥取県農業会議
島根県農業会議
岡山県農業会議
広島県農業会議
山口県農業会議
徳島県農業会議
愛媛県農業会議
高知県農業会議
福岡県農業会議
佐賀県農業会議
長崎県農業会議
熊本県農業会議
大分県農業会議
宮崎県農業会議
鹿児島県農業会議
沖縄県農業会議

青 森 県
岩 手 県
宮 城 県
秋 田 県
山 形 県
福 島 県
茨 城 県
群 馬 県
神奈川県
山 梨 県
新 潟 県
富 山 県
石 川 県

福 井 県
三 重 県
滋 賀 県
京 都 府
大 阪 府
兵 庫 県
奈 良 県
和歌山県
鳥 取 県
島 根 県
岡 山 県
広 島 県
山 口 県
徳 島 県
愛 媛 県
高 知 県
福 岡 県
佐 賀 県
長 崎 県
熊 本 県
大 分 県
宮 崎 県
鹿児島県
沖 縄 県

ファックス番号電話番号所在場所支 部
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相談体制Ｑ＆Ａ

Ｑ 農業経営の多角化に関することなら、なん
でも相談して良いですか？

Ａ 新商品の開発や販路開拓など、農業経営の多角化に関する様々な経
営課題について、お気軽にご相談ください。相談窓口では、各種支援
施策や法律・制度等の情報のほか、相談内容にお答えできる専門家
や支援機関等の情報をご提供いたします。

Ｑ 相談窓口で、経営課題の解決策を提示し
てくれますか？

Ａ 相談窓口は、相談内容に応じて、必要な情報提供や助言を行うことを
目的としており、相談者が創業・事業拡大に伴う労務管理の確立、新た
な販売チャネルの開拓、労務管理等の課題の解決策を見出すのをお
手伝いさせていただくところです。

Ａ 当分の間は、相談内容について（社）日本農業法人協会で受け付けを
して、（独）中小企業基盤整備機構にその対応を依頼することにしてい
ます。
今後速やかに、（社）日本農業法人協会と中小企業・ベンチャー総合
支援センターは、農業経営の多角化への相談に関して相互に連携する
こととしておりますので、農業経営の多角化を目指す経営者は、その抱
える経営課題に応じて、どちらの窓口へ相談されても大丈夫になります。

Ｑ （社）日本農業法人協会と中小企業・ベン
チャー総合支援センターの、どちらに相談し
ても大丈夫ですか？

Q 中小企業への支援を受けたいのですが、
（社）日本農業法人協会の相談窓口から中
小企業・ベンチャー総合支援センターの相
談窓口へつなげてもらえますか？

Ａ （社）日本農業法人協会の相談窓口において、中小企業支援の活用に
ついてご相談いただければ、中小企業・ベンチャー総合支援センターに
対し相談内容をお伝えし、必要な助言や専門家の派遣を依頼すること
もできます。
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参 考中小企業施策における農林水産省と経済産業省との連携について

経営革新支援

経営革新支援制度は、中小企業が単独又は共同で行う新商品や新サービスの開発・販売を支援するもの。
平成１１年度から平成１７年度末までに農業分野の事業者の経営革新計画が６０件承認されている。

新連携支援

新連携支援制度は、異分野の中小企業が連携して新規性の高い新商品や新サービスを開発・市場化しようとする取組を支援
するもの。
平成１７年度から現在までに、農林水産業者と製造業者等が連携して新商品、新サービスを開発・市場化を行う２２案件を
農林水産省と経済産業省で共同で認定し、支援を行っている。
例 ： 製茶業者が機械設計事業者と連携し、従来商品価値の低い端物茶を高温加湿熱風加工法により飲料用の原材料に
することに成功

経済産業局と農政局における農工連携の取組

九州経済産業局と九州農政局は、農工連携に向けた取組を進めていくため「農工連携推進会議」を設置し、関係機関と連携して
農工交流会、農工連携シンポジウム等を開催している。さらに、中小機構九州支部では、農工連携研修を実施するとともに、平成
１８年１０月から３名の農工連携チーフアドバイザーを設置し、地域の情報収集活動を実施している。
このほかの地域ブロックにおいても、農政局が行う食品産業クラスター事業への経済産業局の参画や、経済産業局・農政局が協力
した農工連携セミナーの開催、農工連携研究会等、各地で取組が進められている。

中小企業地域資源活用プログラム

中小企業地域資源活用プログラムは、中小企業による地域資源（産地の技術、農林水産品、観光資源）を活用した新商品等の
開発・市場化を支援する制度（平成１９年度から創設）。本制度においては、地域の特色ある農林水産品を活用した加工食品の
開発等も広く支援していくこととしており、農林水産省と経済産業省を含む関係６省が連携して支援を行うこととしている。
この一環として、本年６月２２日にシンポジウム（「地域中小企業サポーターズサミット」）を開催するなど、農林水産省及び経済
産業省を含む関係６省が協力して国民運動としての盛り上げを図ることとしている。
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